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JSG ニュースレター 

「外国籍専門人材の招聘と雇用法」の改正草案が

立法院を正式通過 

 

 

クライアント各位 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 

「外国籍専門人材の招聘と雇用法（中国語：外國專業人才延攬及僱用法）」

の改正草案が 6月 18日付で立法院を正式通過（中国語：三讀通過）しました。 

最終可決された改正条文は、招聘を受ける外国籍専門人材の一定条件を確保す

るため、現行の法律基礎の下、および来台就労に係る給与基準を下げない原則の

下、業務内容、居留、家族等の関連規定を緩和し、社会保障等の優遇を強化してい

ます。改正の主なポイントは、以下のとおりです。 

 

 本法における専門業務適用対象を追加：外国籍特定専門人材の特殊技

能と認められるものについて、国防分野および主管機関により認定されたものと

規定する条文が追加された。教育部が募集、採用を許可した「外国人子女ク

ラス」で外国籍の学科教員の招聘が可能になるほか、すでに招聘が可能になっ

ている実験教育（オルタナティブスクール）従事者についても本法の適用対象

となる。また、教育部は世界の主要大学の卒業生が台湾で専門的、技術的

な職務に就く場合、2年以上の実務経験を不要とする旨を発表した。 

 

 居留および家族に係る友好的規定を追加：外国籍（特定）専門人材とし

て招聘される本人とその家族の手続を簡略化し、ノービザや停留ビザで入国し

た場合、直接、居留証の申請が可能になる。また、外国籍特定専門人材が

永久居留を申請できる制限が連続 5年間居住から連続 3年間に短縮される
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ほか、外国籍（特定）専門人材が台湾で修士号、博士号を取得した場合、

永久居留の申請制限年数を 1～2年短縮することができる。 

 

 社会保障および租税優遇措置：外国籍特定専門人材の租税優遇措置適

用限度を現行の 3 年から 5 年に延長する。また、外国籍特定専門人材およ

び外国籍上級専門人材が雇用主または事業主およびその家族に属する場

合、健康保険への加入認可に係る 6か月の待機制限を免除する。 

改正前後のポイント比較 

改正ポイント 改正後の規定 改正前後の差異 

専門業務の適

用範囲を拡大 

§4専門業務の定義に

外国籍の学科教員、

実験教育従事者を追

加 

現行規定では、高等学校以下の学校

教員は、外国語の指導しか認められて

いなかったが、今後は教育部が募集、採

用を認可した外国人子女クラスで外国

籍の学科教員を招聘できるようになるほ

か、実験教育への従事も専門業務の範

疇になる。 

特定専門人

材の専門技術

分野および認

定規定の追加 

§4 八大分野を全部

列挙し、国防分野を

新たに追加。また、主

管機関 (国家発展委

員会)の協議により各

関連中央目的事業主

管機関が認定する機

制を追加 

現行規定では、一部列挙されていた専

門分野について、今後は八大分野が全

部列挙されるほか、国防分野および主

管機関による認定規定も追加される。 

優秀な卒業生

の来台就労資

格要件の緩和 

§6世界の主要大学の

卒業生が来台し就労

する場合、実務経験 2

年を免除 

現行規定では、学士以上の学位を取

得した外国人が台湾で専門的・技術的

な業務の招聘雇用を受けるためには、2

年以上の実務経験が必要だった。 

労働許可の申

請免除 

§7 外国籍専門人材

およびその家族が永久

居留権を取得した場

合、労働許可の申請

免除 

現行規定では、永久居留権を取得した

場合でも労働部に対して労働許可の申

請が必要だったが、今後は不要になる。 

就業ゴールドカ

ードの有効期

間の延長が申

請可能 

§9 就業ゴールドカード

の有効期間満了前に

延長申請が可能 

現行規定では、就業ゴールドカードの有

効期間満了に際して、再度申請し直す

必要があったが、今後は延長が可能にな

る。 

居留ビザの申

請免除 

§12 ノービザまたは停

留ビザで入国した場

合、居留ビザの申請を

することなく居留証の

申請が可能 

現行規定では、ノービザまたは停留ビザ

で入国した場合、適当な期限の停留ビ

ザまたは居留ビザを申請してから居留証

を申請する必要があったが、今後は直接

居留証の申請が可能になる。 

就業ゴールドカ

ードは居留期

間の 6＋6 か

月の延長申請

が可能 

§13 就業ゴールドカー

ドの有効期間満了前

に居留期間の 6+6 か

月の延長申請が可能 

現行規定では、就業ゴールドカードの有

効期間満了に際して、再度申請し直す

必要があったが、今後は居留期間の延

長申請について、現行の最長 6 か月か

ら、さらにプラス 6か月の申請が可能にな

る。 

永久居留申

請規定の要件

緩和 

§14 本人の永久居留

申請規定 

現行規定では、外国籍専門人材は連

続 5 年間、毎年 183 日以上居留しな

ければ、永久居留の申請ができなかった



1. 永久居留の申請要

件を每年 183日以上

居留から每年「平均」

183日以上に改正 

2. 外国籍特定専門

人材が永久居留権を

取得できる滞在年数を

5年から 3年に短縮 

3. 台湾において博士

または修士の学位を取

得した場合、永久居

留を申請できる滞在年

数を1~2年短縮可能 

§16 家族が永久居留

を申請する場合、その

要件となる滞在年数

は本人に準ずる 

が、今後は毎年「平均」183 日以上居

留の要件を満たせば申請が可能にな

る。また、外国特定専門人材は、連続

3 年間の居留で永久居留の申請資格

が得られるほか、台湾において博士また

は修士の学位を取得した場合、申請年

限を 1~2年短縮することができる。 

招聘を受けて

いない専門人

材について、そ

の家族にも本

法適用範囲を

拡大 

§15 招聘を受けてい

ない専門人材で永久

居留権を取得している

場合において、その成

年子女が一定の居留

要件を満たすとき、自

ら労働許可を申請する

ことが可能 

現行規定にある招聘を受けて専門業務

に従事する外国籍専門人材だけでなく、

改正草案第 10条で規定する招聘を受

けていない個人の芸術活動従事者およ

び外国籍特定専門人材、外国籍上級

専門人材も適用対象となるよう、本条

文で適用対象が拡大される。 

 

§18 招聘を受けてい

ない特定専門人材お

よび上級専門人材の

直系親族にも最長 1

年間の親族訪問に係

る停留ビザの適用を拡

大 

現行規定にある招聘を受けて専門業務

に従事する外国籍特定専門人材だけで

なく、創業や会社設立等、招聘ではな

い形式で来台する外国籍特定専門人

材や外国籍上級専門人材も台湾が積

極的に招聘したい専門人材であることか

ら本法改正草案の適用対象となる。 

租税優遇措

置の延長 

§20 特定専門人材に

対する租税優遇措置

の適用を現行の最長

3年から最長5年に延

長し、不適用時の順

次繰延適用の規定を

廃止 

現行規定の租税優遇措置は3年だった

が、今後 5年に延長される。 

健康保険の加

入認可に係る

待機制限免

除 

§21 外国籍特定およ

び上級専門人材が雇

用主および自営業者

である本人とその家族

は、加入認可に係る 6

か月の待機制限を受

けない 

現行規定では、直接、健康保険への加

入が認められているのは、招聘を受けた

外国籍専門人材およびその家族に限ら

れていたが、今後は雇用主および自営

業者である外国籍特定および上級専門

人材の本人とその家族も直接加入でき

るようになる。 

退職保障適

用対象の追加 

§22 招聘を受けてい

ない永久居留証取得

者にも新退職金制度

を適用 

現行規定にある招聘を受けて専門業務

に従事する外国籍専門人材だけでなく、

改正草案第 10条に規定する招聘を受

けていない個人の芸術活動従事者およ

び外国籍特定専門人材も適用される



必要があることから、本条文が改正され

る。 

§23 退職金の月次支

給適用対象を教員以

外にも拡大。例：中

央研究院の研究員等 

現行規定では、永久居留権を取得した

場合の退職金給付について、学校教員

にのみ一括給付または月次給付の選択

が認められていたが、今後は中央研究

院等の研究員が永久居留権を取得し

た場合にも適用が可能になる。 

台湾国籍への

帰化者の家族

に対する権益

の強化 

§26 台湾国籍に帰化

した者の家族は、一部

条文（永久居留、個

人の労働許可、親族

訪問に係る停留）を

準用 

現行規定では、台湾国籍に帰化した場

合、本法の適用を受けなかったが、今後

は台湾国籍に帰化した者の家族が本法

の一部条文を準用することができる。 

   
  

 

   

 

過去のニュースレターはこちら 

台湾 JSGのホームページはこちら 
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日商組新聞稿 

「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案 

經立法院三讀通過 

 

 

 

「外國專業人才延攬及僱用法」修正草案，今日（6/18）經立法院三讀

通過。 

本法三讀通過條文，為確保延攬之外國專業人才具有一定之資格條件，

在本法原有法律基礎以及未調降來臺工作之薪資門檻原則下，進一步放寬工

作、居留、依親等相關規定，並提供更優惠之社會保障等，重點說明如下

（修正前後比較表如附錄）： 

 新增本法專業工作適用對象：外國特定專業人才之特殊專長，增列

國防領域，以及增訂由主管機關會商認定之規定；開放教育部核定

招收「外國人才子女專班」得聘僱外籍學科教師；將已開放之實驗

教育工作者，納入本法適用對象；放寬教育部公告世界頂尖大學之

畢業生在我國從事專門性或技術性工作無須具備 2 年工作經驗。 

 

 增加居留及依親之友善規定：簡化程序讓外國(特定)專業人才及其

依親親屬以免簽或停簽入境者，得直接改申請居留證；將外國特定

專業人才申請永久居留期間由 5 年縮短為 3 年，另外國（特定）專

業人才在我國取得碩、博士學位者，得折抵申請永久居留期間 1~2 

年。 

 社會保障及租稅優惠措施：將外國特定專業人才租稅優惠適用年限

由 3 年延長為 5 年；免除外國特定及高級專業人才屬雇主或自營業

主及其依親親屬之健保納保 6 個月等待期。 
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修法及前後比較重點 

修正重點 修正規定 修法前後差異 

放寬專業工作

範疇 

§4 專業工作定義增加

外國學科教師、實驗

教育工作 

原高中以下學校教師僅得教授外

國語文，未來放寬教育部核定招

收外國人才子女專班得聘僱外國

學科教師；另納入實驗教育工作

為專業工作 

增列特定專業

人才專長領域

及認定規定 

 §4 完整列出 8 大領

域、新增國防領域，

並增加由主管機關(國

發會)會商各相關中央

目的事業主管機關認

定機制 

原僅列出部分領域，未來除完整

列出 8 大領域，另增加國防領域

及由主管機關會商認定之規定 

鬆綁優秀畢業

生來臺工作資

格 

§6 世界頂尖大學之畢

業生來臺工作免 2 年

工作經驗 

原外國人取得學士學位者，需有

2 年工作經驗始可在臺受聘僱從

事專門性或技術性工作 

免申請工作許

可 

§7 外國專業人才及其

依親親屬取得永居，

無須申請工作許可 

原許可永久居留者須逕向勞動部

申請工作許可，未來無須申請 

就業金卡屆滿

得申請延期 

§9 就業金卡屆期前申

請延期 

原就業金卡期滿須重新申請，未

來得申請延期 

免申請居留簽

證 

§12 以免簽或停簽入

國者，免申請居留簽

證，得逕申請居留證 

原以免簽或停簽入境者須申請適

當期限之停留簽證或居留簽證，

始可申請居留證，未來得直接改

辦居留證 

就業金卡得申

請 延 期 居 留

6+6 個月 

§13就業金卡有效期間

屆滿前，得申請延期

居留 6+6 個月 

原就業金卡期滿僅得重新申請，

未來得申請延期居留 6+6 個月 

放寬申請永居

規定 

§14 本人之永久居留規

定 

1. 申 請 永 久 居 留 期

間，由每年 183 日，

改 為 「 平 均 」 每 年

183 日 

2. 縮短外國特定專業

人才取得永居年限由 5

年降為 3 年 

3. 在臺取得碩、博士

學位者可折抵申請永

居年限 1~2 年 

§16依親親屬申請永居

年限同本人 

原外國專業人才須連續居留 5

年，每年 183 日，始可申請永久

居留；未來申請永久居留期間，

由每年 183 日，改為「平均」每

年 183 日，且外國特定專業人才

取得永居年限降為 3 年，另在臺

取得碩博士學位者亦得折抵 1~2

年 

放寬未受聘僱

者之依親親屬

亦得適用本法 

§15 擴及未受聘僱之

專 業 人 才 許 可 永 居

者，其成年子女符合

一定居留要件，得申

請個人工作許可 

除現行所定受聘僱從事專業工作

之外國專業人才外，為擴及修正

條文第10條未受聘僱之自由藝術

工作者，以及外國特定專業人

才、外國高級專業人才，爰修正

本條之適用對象 

§18 擴及未受聘僱之

特定專業人才及高級

專業人才之直系尊親

除現行所定受聘僱從事專業工作

之外國特定專業人才外，考量外

國特定專業人才亦可來臺創業、



屬最長 1 年探親停留

簽證 

設立公司等非受聘僱之形式，另

外國高級專業人才亦為我國積極

延攬之專業人才，爰修正本條之

適用對象 

延長租稅優惠 §20 特定專業人才租

稅優惠適用年限由 3

年延長至 5 年，並取

消時序遞延留用規定 

原租稅優惠僅 3 年，未來延長至

5 年 

增列健保納保

免等待期對象 

§21 外國特定及高級

專業人才為雇主及自

營業主之本人及依親

親屬納保免 6 個月等

待期 

原僅受聘僱之外國專業人才及其

依親親屬得直接加入健保，未來

外國特定及高級專業人才為雇主

及自營業主之本人及依親親屬亦

可直接加保 

增列退休保障

適用對象 

§22 放寬未受聘僱者

許可永居得適用勞退

新制 

除現行所定受聘僱從事專業工作

之外國專業人才外，修正條文第

10 條未受聘僱之自由藝術工作者

及外國特定專業人才亦有必要納

入，爰予修正 

§23 教師月退休金適

用對象擴及如中研院

等研究人員 

原僅學校教師許可永久居留者得

擇一支領一次或月退休金，未來

中研院等研究人員經許可永久居

留者亦可適用之 

強化歸化我國

國籍者之依親

親屬權益 

§ 26 歸 化 我 國 國 籍

者，其親屬得準用部

分條文(永居、個人工

作許可，以及尊親屬

探親停留) 

原歸化我國國籍者不得再適用本

法，未來經歸化我國國籍者之依

親親屬，得準用本法部分條文 
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